
 

 

 

 
 

 

弁護士が、小規模な事業者が抱える経営上の問題に関する
ご相談をお受けします(詳細は裏面)。 

 
 

   

 

 

 

場 所 ： 神奈川県弁護士会横浜駅西口法律相談センター 

:神奈川県弁護士会川崎法律相談センター 

 

日 程 ： 【西口】毎週水曜日１７：００～１９：００ 

毎週土曜日１０：００～１２：００ 

:【川崎】毎週木曜日１０：００～１２：００ 

              ※ただし、祝日・年末年始を除く 

 

料 金 ： 無料（３０分以内・１回限り） 

 

対 象 ： 小規模な事業者（個人・法人を問わず） 
      

★予約制ですので、事前にご予約ください。詳しくは裏面をご覧ください。 

 

神奈川県弁護士会の弁護士が行う 
 

 

 

銀行への返済、給料の支払

い・・、資金繰りが厳しい・・。 

取引先からの売掛金

が回収できない・・。 

従業員とのトラブル

で困っている・・。 



横浜弁護士会横浜駅西口法律相談センター 

横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-2 

ＴＳプラザビル４階 

※横浜駅西口より徒歩５分 

 

◆相談内容◆ 

 しょう 

 

 

◆相談場所のご案内◆ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県弁護士会のホームページからも予約ができます。 

右の QR コードからアクセスしてください！ 

http://www.kanaben.or.jp/ 

小規模事業者であれば法人・個人を問わず、債務整理、経

営再建、債権回収、労務問題、事業承継などの様々な法的

な問題のご相談を承ります。 

横浜駅西口法律相談センター 
 

【相談日時】 
水曜日 １７：００～１９：００ 
土曜日 １０：００～１２：００ 

（３０分以内 無料） 

【予約受付】 

TEL０４５-６２０-８３００ 
【受付時間】 
月・火・木・金 ９：３０～１７：００ 

水    ９：３０～１９：００ 
土    ９：３０～１５：３０ 

川崎法律相談センター 
                             【相談日時】  

木曜日 １０：００～１２：００ 
        （３０分以内 無料） 

                             【予約受付】 

TEL０４４-２２３-１１４９ 
            

【受付時間】 
月・水・金  ９：３０～１７：００ 

火・木    ９：３０～１９：３０ 
土・日・祝 １３：００～１７：００ 

横浜駅西口・きた西口より徒歩５分 

JR 川崎駅より徒歩３分 

2017.6.5000 


